
能
一
走

9
7
パ
シ
リ

部出問。

石
川
郡
保
川
庄
に
留
す
る

ク
マ
パ
シ
リ
ジ
ヨ
ウ

熊
走
減

石
川
郡
熊
定
に

在
っ
て
、
士
山
左
近
・問
中
限
右
衛
門
・恒
内
後
際
右

衛
門
三
人
之
に
餓
り
、
天
百
八
年
柴
田
勝
目
虫
の
お
に

観
さ
れ
た
と
俳
へ
る
。

合
マ
パ
シ
リ
ハ
チ
マ
ン
グ
ウ
熊
走
八
幡
宮

石

川
部飽…
定
に
銀
座
す
る
。
詑
永
誌
に
苛
白
山
富
に
近

い
八
師
村
か
ら
土
問
左
近
と
い
ふ
者
が
来
て
.
邸
内

に
氏
刺
の
八
鵬
宮
を
建
て
た
に
起
る
と
犯
す
る
。

9
7
ピ
キ
九
蕊
疋

古
来
腿
島
榔
脂
木
の
名
産

と
ぜ
ら
れ
た
が
、
今
は
存
せ
ぬ
。
中
官
民
虫
を
採
集
し

て
水
に
入
れ
、
天
日
に
治
め
る
か
、
又
は
徴
池
山
岡
中

に
入
れ
る
と
、
少
時
に
し
て
肢
か
ら
沼
ひ
出
る
。
そ

れ
に
照
又
は
附
加
を
加

へ
て
煮
つ
め
、
後
に
伯
耕
一
と

し
た
も
の
。
製
品
は
色
赤
く
、
番
目
荊
あ
っ
て
脆
く
決

妹
で
あ
る
。
能
号
名
跡
芯
に
照
木
の
名
物
九
凶
疋
を

γ
、
ピ

仰
の
服
部
と
す
る
は
誌
な
る
べ
く
、
此
の
地
に
は
加
出

荷
旗
せ
ぬ
。
叉
鮮
冊
目
に
関
な
b
と
す
る
は
同
名
興
物

で
あ
ら
・、，。

熊
淵

ク
マ
プ
チ

軒
。

胤
帰
郷
大
呑
郷
に
因
す
る
部

タ
マ
ブ
チ
ガ
ハ
熊
淵
川

血
品
加
熊
捌
小
字
水

上
の
西
に
間
酬
を
渡
し
、
耐
用
抗
し
て
熊
淵
を
斜
、

一
支

械
を
右
岸
よ
り
入
れ
、
山
崎
・
花
聞
の
南
方
を
鋭
、

現
出
か
ら
掘
に
入
る
。
疏
保
入
粁
。

h
y
z

組

加
賀
滞
の
士
は
職
時
に
躍
す
る
お
に

平
時
か
ら
組
に
別
た
れ
て
ゐ
た
。
人
持
七
純

・
奥
小

勝
二
組
・去
小
勝
二
組
・大
小
将
六
組
・馬
廻
十
二
組
・

定
諮
川町内
廻
八
組
・組
外
四
組
・新
番
二
組
・御
歩
六
組
・

持
方
足
柄
七
組
・先
手
足
科
二
十

一
組
・大
組
足
科
三

組
・凋
掛
附
足
柄
沢
十
組
が
そ
れ
で
あ
る
。

間
間
や
-

要
す
る
揚
A
H
に
は
、
八
家
の
一
人
が
城
代
と
な
り
、

ク
マ
ー
ク
ミ

時間除
七
人
は
入
持
組
各
一
院
の
符
と
な
る。

川
し
て

人
持
組
は
全
抵
の
先
鋭
と
な
る
べ
く
、
奥
小
将
・表

小
終
・大
小
将
は
滞
侯
の
側
近
に
侍
し
、
山内
組
の
士

が
誕
に
野
術
す
る
。
定
番
mm
廻
は
城
代
に
印
刷
し
て
留

守
研
と
な
り
、
級
外
は
時
宜
に
郎
じ
て
府
組
V
へ
は
定

番
鰐
組
を
補
充
し
、
新
揺
は
近
侍
泌
街
特
納
助
し
、

御
歩
は
滞
侠
供
方
の
任
務
に
泊
。
、
文
太
鼓
・法制時

の
A
H
似
を
態
。
、
持
方
足
料
は
弓
銃
ψ
執
っ
て
畑
山
下

に
図
し
、
先
手
組
足
柄
も
亦
弓
銃
脅
執
っ
て
人
持
組

に
回
し
、
大
組
足
科
と
澗
お
付
足
料
と
は
町内
廻
組
に

従
ふ
わ
け
で
あ
っ
た
。

ヲ
ミ
ア
ヒ
ア
ヅ
ケ

預。

。
、
そ
の
下
に
十
人
組
若
干
が
図

L
た。

タ
ミ
ガ
シ
一
7

組
頭

御
山
内
廻
開
・御
小
作
一間
・定

番
一
聞
や
二
一
許
制
聞
と

い
ひ
、
そ
の

下
に

各
容
一
肌
が
あ

る
。
又
御
渉
・足
柄
に
あ
っ
て
は
そ
の
印
刷
荷
物
矧
と

い
ひ
、
組
出
・
物
印
刷
・者
一
聞
の
序
列
で
あ
っ
た
。
裕
府

で
は
一
訴
の
組
印
刷
そ
希
同
と
い
ひ
、
滞
の
諮
問
山
青
組
問問

と
い
う
た。

タ
ミ
ガ
シ
ラ
ジ
『
h
ウ
モ
h
y

組
一
政
係
国

一
加
。

延
伎
一
一
年
十

一
月
前
川
綱
紀
が
‘
組
向
た
る
者
の
心

得
八
ヶ
係
脅
告
諭
し
た
る
由
党
前
官
僚
々
で
あ
る
。

ヲ
ミ
ガ
シ
ラ
ナ
Z

組
頭
並

前
川
綱
紀
の
代
苧

保
元
年
七
月
一
一H
巾
村
典
的
践
好
が
初
め
て
こ
の
析

に
命
ぜ
ら
れ
、
役
料
引一台
十
石
キ
‘仰
酬
は
っ
た
。
元
文

9
Z
ア
ヒ
ガ
シ
ラ

組
合
頭

滞
政
時
代
の
村
で

一
一
ぷ
-八
月
初
日
大
槻
内
"
蹴
北
朝
元
亦
命
ぜ
ら
れ
、
之

は
そ
の
大
小
に
よ
っ
て
組
合
凶
が
一
入
乃
計
数
人
あ

一
よ
り
役
料
が
一
一
百
石
と
な
っ
た
。
民
の
後
二
百
石
文

b
、そ
の
下
に
五
人
剣
山
相
干
そ
統
べ
、村

m
mの
鮒
助

一
は
一
白
沢
十
石
人
変
り
、
ぺ
引
い
で
百
一
泊
十
行
と
定
ま
つ

を
な
し
た
o
放
に
相
役
と
も
言
は
れ
ろ
o
制
作
洲
は

一
た
O

M
人
御
「
紅
白
御
則
・御
お
川
均
奉
行

-mいa
校
方
御
用

組
裁
前
の
十
村
之
奇
任
命
す
る
が
、約
方
・町
立
の
防
一
な
ど
は
日
役
か
ら
勤
め
る
・も
の
で
あ
。
、或
は
問
番
・

で
は
間
帯
行
の
総
可
を
得
ね
げ
な
ら
ぬ
。
一
定
の
給

一
杭
戸
御
附
式
御
用
な
ど
の
物
列
拙
か
ら
之
に
判
じ
て

鋭
・給
米
な
〈
、
村
脱
却
の
除
荷
鋭
か
ら
・奔
走
の
山
竺
向
も
と
の
役
や
勤
め
ろ
例
・
も
あ
っ
た
。

度
に
よ
っ
て
支
給
せ
ら
れ
る
。
若
し
一
村
に
敏
人
の

一

タ
ミ
ザ
イ
キ
ヨ
ア
ヅ
ケ

組
裁
許
預

J
オ
ア
ヅ

組
合
聞
が
あ
九
げ
何
番
組
合
同
州
と
呼
げ
れ
た
。
組
合

一
ヶ
御
問
。

販
の
か引
栴
の
起
り
は
不
明
で
あ
る
が
、
防
長
九
年
武

一

o
zシ
ハ
イ

組
支
配

訴
訟
令
に

『
利
支
配
之

月
H
六
日
の
御
利
物
に
お
と
な
百
姓
の
な
刊
が
あ
る
。

一
人
々
民
夫
々
可
巾
問
似
。
』の
如
き
交
や
見
る
こ
と
が

叉
寛
永
八
年
三
月
十
三
日
=
τ
凶
郷
田
中
行
に
宛
て
た
一
ゐ
石
。
こ
の
組
と
支
配
と
は
自
ら
別
で
、
例
へ
げ
御

御
定
に
は
、
村
肝
煎
及
び
長
百
姓
に
土
地
の
慌
円
売

一
一
応
遡
州
な
ら
ば
、御
脂
担
割
酬
の
士
宇
山
市
中
ゐ
て
ゐ
る
が
、

明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
や
川
!
神
山
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
る
一
御
制
工
怨
行
な
ら
げ
、
御
細
工
品
目
そ
支
肥
し
て
ゐ
て

に
承
服
=
一
年
政
的
米
の
取
削
刊
に
組
合
同
の
b
h
が
あ

一
も
、
そ
れ
は
献
で
は
な
い
。
だ
か
ら
組
・
支
配
と
釣

り
、
此
治
年
刷
十
村
先
帳
に
は
村
肝
煎

・
組
合
闘
の
一
け
て
、

一
切
の
配
下
半
日
記
叫
悼
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

辿
名
が
見
え
、
党
文
三
年
に
は
組
合
問
の
列
鋪
銭
の

一

タ
Z
ダ
カ
チ
ョ
ウ

組
高
蝶

諸

捕

各
十
村
組
に

沙
汰
が
あ
る
か
ら
、
此
の
切
に
雫
っ
て
一
一
r
州
一
川
村

一
蹴
き
て
‘
村
々

の
向
出
向
等
々
一
記
縦
L
、
御
釘
用
制
輔
の

肝
煎
の
下
に
組
A
h
聞
が
起
っ
た
の
で
あ
・
句
号
。
金
剛伸

一
代
目
別
加
に
悩

へ
付
け
る
も
の
や
一十
村
松
と
い
ひ
、

の
城
ド
で
も
一
町
父
は
鍛
町
に
一
人
の
制
合
同
叫
が
あ

一
文
政
凶
年
以
降
組
出
帳
と
桝
し
た
。
然
る
に
天
保
十

年
之
を
お
物
成
帳
・給
λ
利
艇
の
一
一
純
に
別
ち
、
日
以

名
を
純
一
一
品
帳
と

い
ふ
こ
と
に
改
め
た
。
荷
物
成
艇

は
、
村
御
印
に
よ
っ
て
村
古
川
の
定
め
ら
れ
た
ろ
倍
、

手
上
高
・引一
一品
・新
聞
問
年
の
噌
滅
そ
記
し
、
現
在
牧
納

す
べ
き
師
閉
そ
明
ら
か
に
し
た
る
も
の
。
給
入
何
艇
は

凹
羽
の
惣
牧
納
尚
に
就
き
、
給
人
知
又
は
苦
祉
節
mv

に
奥
へ
た
も
の
と
、
山
栴
の
代
官
世
し
て
牧
納
せ
し
む

べ
き
御
政
入
荷
と
や
-
犯
し
、
知
行
訓
及
び
代
行
滑
少

な
す
に
似
じ
た
も
の
で
あ
る
。

ク
ミ
チ

組
地

加
賀
務
に
在
つ
て
は
、
足
附
刊
の

邸
地
は
、
そ
の
組
に
射
し
て
奥
へ
ら
れ
た
の
で
.
之

を
組
地
と
い
ひ
、
各
組
厨
臨
の
足
腕
間
人
に
分
川
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
や
千
ハ
紐
と
も
い
ふ
の
は
、
仰
歩

以
上
の
も
の
に
、

一
人
お
り
の
宅
地
を
支
給
す
ろ
-」

と
に
射
し
た
名
純
で
あ
る
。
絹
地
は
組
の
名
キ
一
mし

て
、
町
名
が
な
か
っ
た
0

9
Z
ハ
ヅ
レ

組
外

仲
間
営
は
身
分
の
街
中
に
抑

ら
ず
、
部
ベ
て
組
の
定
ま
ら
ざ
る
部
仰
の
給
人
中
一-」内

規
に
む
い
た
。
そ
の
名
棋
は
殴
長
十

一
年
に
川
に
作

L
て
、詰
同
時
一
人
の
取
引
も
多
く
昆
え
る
。
正
保
・明
川
町
に

子
一つ
て
は
知
行
概
れ
二
百
石
以
下
の
諮
で
、御
m
v
H
・

御
問
国
側
・御
茶
常
等
も
皆
飢
外
で
あ
っ
た
o
w品
交
巾

に
来
。
諸
士
の
子
弟
の
行
幽
さ
れ
る
者
が
、
」
の
組
に

命
ぜ
ら
れ
、
延
貸
の
米
夫
利
の
初
か
ら
御
m
v
H
・御

践
例
・
御
茶
笠
間
守
宇
一切
段
L
、
天
和
二
年
十
二
日
刊

五
日
向
後
跡
円
拝
領
加
び
に
配
分
彼
仰
何
分
四
泊
出

十
石
以
下
を
組
外
に
狂
す
る
こ
と
L
な
り
、
宅
一一一作

御
香
川
刊
を
也
か
れ
た
が
、
列
は
向
御
射
手
・御
呪
胤

の
下
で
あ
っ
た
。
元
締
十
年
四
月
組
外
そ
分
け
て
凶

組
と
定
め
、
十
六
年
二
月
御
射
手

・
御
輿
風
の
上
列

と
L
、
後
院
の
如
く
-
一一口聞
の
士
の
一
と
な
っ
た
。
近

代
に
て
は
版
分
・御
小
崎
町
跡
四
百
四
十
石
以
下
〈
若

し
く
は
品
に
よ
り
以
上
に
て
も
〉
の
も
の
は
一

nで
」

組
合
預

!，
4
4

ア
ヅ
ウ

由自

ニ
六
五


